
「富田林市特定不妊治療費助成制度」の利用の手引き（申請案内） R3.1.1～ 

 

 富田林市では、不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、大阪府及びその他の都道府県、指定都市、

中核市（以下、「大阪府等」という。）が実施する『特定不妊治療費助成制度』を受けられた方に、助成

金を交付します。 
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特定不妊治療について 

（１） 特定不妊治療とは？ 

生殖補助医療による不妊治療のうち、「体外受精及び顕微授精」の方法をいいます。 

※「タイミング療法」「排卵誘発法」「人工授精」などは、特定不妊治療に該当しません。 

（２） 富田林市の特定不妊治療費助成制度とは？ 

特定不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に

診断されている夫婦（事実婚も含む）に対して、大阪府等の「不妊に悩む方への特定治療支

援事業」に加えて、特定不妊治療に要した費用のうち、大阪府等の助成金上限を控除した額

を助成するものです。ただし、助成額には上限があります。詳しくは「３、助成内容（1）助

成額」をご確認ください。 

     

１、助成の対象 

（１） 対象者（以下すべてに該当すること） 

① 夫婦共に富田林市に住民登録を有していること。 

② 大阪府等が実施する「不妊に悩む方への特定治療支援事業」を申請し、「特定治療支援事業承

認通知書」の交付を受けていること。 

※ 治療終了ごとに、申請できます。 

（２） 対象となる治療 

① 特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又

は極めて少ないと医師に診断された夫婦による不妊治療及びその治療に付随する検査費等の

費用が対象です。 

※入院費・食事費・胚などの凍結した場合の管理料及び文書料は除きます。 

※大阪府等の指定医療機関で治療を受けていることが必要です。 

   ② 次による治療は除きます。 

・夫婦以外の第三者からの精子、卵子、胚の提供による医療行為 

・代理母（夫の精子を妻以外の子宮に医学的な方法で注入して、妊娠・出産してもらい、そ

の子どもを当該夫婦の子どもとする。） 

・借り腹（夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、

当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの。） 

 

  ※大阪府の助成要件につきましては、大阪府のホームページ「不妊に悩む方への特定治療支援事業

について」をご覧いただくか、富田林保健所（℡：０７２１－２３－２６８１）にお問い合

わせください。 
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２、助成の内容 

（１） 助成額 

特定不妊治療 1回に要した費用から大阪府等の特定不妊治療費助成金の額を控除して得た額

となります。ただし５万円が限度です。また、特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体

から採取するための手術(以下、男性不妊治療と言う)を受けた場合は、別途、大阪府等の特定

不妊治療費助成金の額を控除して得た額を助成します。この場合も 5万円が限度です 

＜計算例＞ 

例１） 治療費４０万円―大阪府助成３０万円＝１０万円⇒市助成額５万円 

例２） 治療費３３万円―大阪府助成３０万円＝３万円⇒市助成額３万円 

例３） 治療費１５万円―大阪府助成１０万円＝５万円⇒市助成額５万円 

例４） 治療費８０万円(特定不妊治療費４０万円、男性不妊治療４０万円) 

―大阪府助成６０万円(特定不妊治療費３０万円、男性不妊治療費３０万円) 

＝２０万円(特定不妊治療費１０万円、男性不妊治療費１０万円) 

⇒市助成額１０万円(特定不妊治療費５万円、男性不妊治療費５万円) 

 

（２） 回数・期間 

本市の助成は大阪府等の通算助成回数に合わせて助成します。 

 

３、申請手続き 

（１） 申請書 

富田林市特定不妊治療費助成事業申請書【様式第１号】 

※別添の申請書をご利用いただくか、ウェブサイトからダウンロードしてご記入ください。 

（２） 添付書類等 

①大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業承認通知書（原本）（コピーして返却します。） 

②大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書（大阪府等に提出する前にコピー

をしておいてください。） 

※その他の都道府県、政令指定都市、中核市で助成を受けられた方は、①、②に該当する書

類を添付してください。 

③特定不妊治療費の領収書（原本）（コピーして返却します。） 

④振込先の金融機関の口座名義、口座番号を確認できる物（通帳）（照合してお返しします。） 

 

（３） 申請期日 

大阪府承認通知書の通知日の属する年度の末日又は、通知日から３か月以内に申請が必要です。 

※事務処理の関係からなるべく早めに申請してください。 

 

（４） 申請書提出場所 

富田林市立保健センター（富田林市健康づくり推進課） 

（平日午前 9時～17時 30分） 

住所：富田林市向陽台一丁目３－３５  

電話：０７２１－２８－５５２０  
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（５）助成金の支給等 

    申請書類の審査の結果、適正であると判断された場合は、申請者に承認通知をするとともに、

申請書記載の口座に振り込みをします。     

 

 

４、申請の流れ 

                                                       

          （妊娠判定を行った日又は、結果が得られず医師の判断で治療を中断した日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

（大阪府承認通知書の通知日の属する年度の末日又は、通知日から３か月以内に 

 

申請して下さい。） 

 

 

 

 

 

 

        

             

※承認決定の場合 

            ＜申請月の翌月末頃までに指定口座に振り込みます。＞ 
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治療の終了

 

 

 

 

      

                                                           

 

             

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府等への助成申請 

大阪府等において承認の決定 

富田林市への助成申請      

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

      

申請の受理 

承認・不承認の決定・通知 

助成金の交付        


